
き
る
よ
う
に
、
空
き
教
室
や
空
き
店

舗
の
活
用
も
視
野
に
入
れ
て
規
制
を

緩
和
し
ま
す
。

　

  

手
続
き
や
基
準
を
透
明
化
・

　

  

明
確
化
し
ま
す
。

　

支
援
の
必
要
度
合
い
に
応
じ
て

サ
ー
ビ
ス
が
公
平
に
利
用
で
き
る
よ

う
に
、
利
用
に
関
す
る
手
続
き
や
基

準
を
透
明
化
・
明
確
化
し
ま
す
。

　

  

サ
ー
ビ
ス
費
用
を
み
ん
な
で
支

　

  

え
合
い
ま
す
（
原
則
と
し
て
費

　

  

用
の
１
割
負
担
）

　

障
害
者
が
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
利

用
し
た
場
合
に
、
食
費
な
ど
の
実
費

負
担
や
利
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
量
な

ど
や
所
得
に
応
じ
た
公
平
な
利
用
者

負
担
と
な
り
ま
す
。（
適
切
な
経
過
措

置
が
設
け
ら
れ
ま
す
）

■
詳
し
く
は

市
障
害
福
祉
課
更
生
支
援
係
ま
で

内
線　

２
２
５

　

  

障
害
者
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を

　

  

一
元
化
し
ま
す

　

サ
ー
ビ
ス
提
供
主
体
を
市
に
一
元

化
。
障
害
の
種
類
（
身
体
障
害
、
知

的
障
害
、
精
神
障
害
）
に
か
か
わ
ら

ず
障
害
者
の
自
立
を
目
的
と
し
た
共

通
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
共
通
の
制
度

に
よ
り
提
供
し
ま
す
。

　

  

障
害
者
が
も
っ
と
働
け
る

　

  

社
会
に
し
ま
す

　

一
般
就
労
に
移
行
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
事
業
を
創
設
す
る
な
ど
、

働
く
意
欲
と
能
力
の
あ
る
障
害
者
が

企
業
な
ど
で
働
け
る
よ
う
に
福
祉
の

面
か
ら
支
援
し
ま
す
。

　

  

地
域
の
限
ら
れ
た
社
会

　

  

資
源
を
活
用
で
き
る
よ
う

　

  

に
規
制
緩
和
し
ま
す

　

市
が
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
障
害

者
福
祉
に
取
り
組
み
、
障
害
者
が
身

近
な
と
こ
ろ
で
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で

複雑に組み合わさっていた福祉サービスがひとつになり、総合的に
障害者の地域での自立した生活を支援します。

※障害児の施設サービスについて
は 10 月より措置制度から契約制
度に変わります。

４障害者自立支援法

ど
の
障
害
者
も
同
じ
制
度
の
も

と
地
域
で
自
立
し
た
生
活
を

４
月
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法
が
は
じ
ま
り
ま
す

＊＊＊

＊＊

新しいサービスのしくみ

　

現
在
、
障
害
者
は
３
つ
の
種
類
に
分
け
ら
れ
、
障
害
の
種
類
や
年
齢
に

応
じ
て
受
け
ら
れ
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
な
ど
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

障
害
者
自
立
支
援
法
の
成
立
に
よ
り
、
ど
の
障
害
の
人
も
共
通
の
福
祉

サ
ー
ビ
ス
が
地
域
で
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。



　      

　

■文化財防火デーにあわせて防災訓練

　

　 『文化財防火デー』の１月２２日、中舘の観音
寺で、市や下館消防署、消防団、地元自治会な
どが参加し、防災訓練を実施。地域住民が見守
る中、前日から降り積もった雪が残る本堂の前で、
本番さながらの消火訓練などを行いました。
■講演会・男女共同参画社会をめざして

　１月29日、スピカ６階の市コミュニティプラザ
を会場に、映画『釣りバカ日誌』などの監督と
して知られる栗山富夫さんを講師に迎え、講演
会 『男女共同参画社会をめざして』を開催しま
した。また併せて、小中学生を対象とした『男
女共同参画社会に関する作文コンクール』の最
優秀賞受賞者が、受賞作品の朗読を行いました。
■筑西幹線道路・鬼怒川新橋（仮称）起工式

　２月７日、関本中の鬼怒川河川敷で、筑西幹
線道路下館三和線の鬼怒川新橋（仮称）の起
工式を開催。橋本昌茨城県知事や冨山省三筑
西市長など関係者約 100 人が参加しました。鬼
怒川新橋を含む筑西幹線道路の早期整備により、
広域的な交通ネットワークの強化が期待されます。

市政メモ５

障害福祉サービスの利用のしかた

サービスを利用すると、費用の１割を支払います。ただし、所
得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないよ
うになっています。残りの９割は市・県・国が負担するしくみです。

サービスを利用したときの費用


